


５．新株引受権行使期間
　平成 15年 12月 20日から平成 23年 12月 19日まで

６．新株引受権行使の条件
（１） 対象者として新株引受権を付与された者は、死亡以外の事由により新株

引受権行使時において当社の取締役または従業員でなくなった場合お
よび新株引受権行使期間到来前に死亡した場合、その権利を喪失する。
なお、権利を付与された者が新株引受権行使期間到来後に死亡した場合
は、新株引受権付与契約に定める条件により、相続人がこれを行使する
ことができる。

（２） 新株引受権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
（３） 新株引受権に関するその他の細目については、本定時総会決議及びその

後の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約に
定めるところによる。

（注） 上記の内容については、平成 13年 12月 19


